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令和3（2021）年■10月令和3（2021）年■10月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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　医療機関で支払う自己負担額（入院時の差額ベッド代や食事代など保険診療以外のものは除く）の月
ごとの合計額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として後日支給します。
　なお、自己負担限度額は加入中の医療保険及び年齢により異なります。
国民健康保険で70歳未満の人

被保険者の所得区分
総所得金額等から基礎控除
額（43万円）を差し引いた額

自己負担限度額（月額）
複数の医療機関で、同月内に入院・外来それぞれ21,000円以上の
医療費を支払った場合は合算します。過去12か月間に3回高額療
養費に該当した世帯は、4回目以降は（ア）欄の額

3回目まで 4回目以降（ア）
901万円超 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

国民健康保険で70歳以上の人・後期高齢者医療制度の人

被保険者の所得区分
自己負担限度額（月額）

外来【個人ごと】 入院＋外来【世帯合算】

1.現役並み所得者
（自己負担割合が3
割の人）

Ⅲ（住民税課税標準額690万
円以上）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1%
［140,100円※］

Ⅱ（住民税課税標準額380万
円以上）

167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
［93,000円※］

Ⅰ（住民税課税標準額145万
円以上）

80,100円＋（医療費－267,000円）×1%
［44,400円※］

2.一般所得者（1及び3以外の人） 18,000円
（年間144,000円上限）

57,600円
　［44,400円※］

3.低所得者（住民税
非課税世帯）

Ⅱ（下記Ⅰ以外の人）
  8,000円

24,600円
Ⅰ（年金収入80万円以下等） 15,000円

　過去12か月間に3回高額療養費に該当した世帯は、4回目以降は※の額
【申請方法】
国民健康保険　診療を受けた月の約3か月後に申請書を郵送しますので、医療機関の領収書を添えて
保険年金課へ（郵送の場合は領収書のコピーを添えてください）。
後期高齢者医療制度　初めて支給対象となった人には、診療を受けた月の約3か月後に申請書を郵送
しますので、必要事項を記入し、保険年金課へ。なお、一度申請すれば2回目以降の支給対象者には、
診療を受けた月の約3か月後に指定口座へ自動的に振り込みます。

　国民健康保険で70歳未満の人及び70歳以上・後期高齢者医療制度の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得
者Ⅰ・Ⅱの人は、保険年金課の窓口で申請し、交付される「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関
に提示することにより、個人単位で一医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができま
す。詳細は保険年金課へお問い合わせください。

・ 保険年金課〈国民健康保険〉☎21-1403 23-0076
　　　　　　　　〈後期高齢者医療制度〉☎63-5004 23-0076

国民健康保険・後期高齢者医療制度の高額療養費
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　高齢者に最も多い骨・関節疾患は腰背部痛と
膝関節症です。高齢者の自立した生活に支障を
きたす運動器の障害（ロコモティブシンドロー
ム）の原因となる代表的な疾患に変形性膝関節
症があります。膝の関節の表面の軟骨がすり減
ることで骨が変形し、痛みが生じるもので、治
療には保存療法と手術療法があります。
　保存療法は、非薬物療法と薬物療法の２種類
に分けられ、非薬物療法では、日常生活で激し
い動作や正座を避け、肥満の場合は減量を行う
ことで痛みが軽減することがあります。また膝
周囲の筋力強化により膝関節が安定し症状が改
善することもあり、プール歩行等が推奨されて
います。これらの運動は膝の変形の予防にもつ
ながるとされています。薬物療法では、痛み止
めの服用や関節内注射がありますが、長期間多
く痛み止めを服用すると副作用が発生する場合
があり、また頻度の高い注射は関節内感染や関
節破壊を引き起こす可能性もあり、乱用はさけ
るべきとされています。以上の保存療法で痛み

の改善が認められない場合は、手術療法が選択
されます。
　手術療法は、主に人工膝関節置換術が行われ
ます。人工膝関節置換術は、傷んだ関節表面を
人工物に置き換える手術で、関節表面を全て置
き換える全置換術と、部分的に置き換える部分
置換術に大別されます。傷んだ部分が新しく置
き換わることで、痛みを取り除く効果が優れて
いるとされています。どちらも手術翌日からリ
ハビリを開始し、手術後2週間程度で退院可能
となります。全置換術は、軟骨の摩耗、変形が
高度の場合に行われる手術で、O脚・X脚の強
い人も改善が見られます。部分置換術は、膝の
内側もしくは外側のみに病変がある人に行わ
れ、骨を削る量や切開の範囲が少ないため、体
の負担が少なく、膝の違和感も少ないというメ
リットがあります。
　膝の痛みでお悩みの人は、医療機関に相談し、
生活に合った治療を選択することをお勧めしま
す。

市民病院・ワンポイントクリニック




